
【構成と主な内容】 

 基本となる医療・救護体制（各機関・組織の基本的な役割等） 

 イベント会場に配備する資器材の種類等 
 搬送体制（救急車等の配備） 
 医療機関等の確保及び連携 
 非常時の医療ニーズへの対応・災害別（原因別）対処要領 
   ○テロ災害（爆傷、銃創・刃物・車両） ○ＮＢＣ災害 ○雑踏事故 

   ○大規模地震 ○火災対策 ○熱中症対策 ○その他（感染症・気象災害等） 

 医療救護活動の情報共有・記録  

ガイドラインの概要 １ 

【ガイドラインの目的・考え方】 

 災害等の発生に備え、関係者全員が共通認識の下で円滑に傷
病者の医療・救護活動に当たれるよう事前に計画等の策定が
必要であり、そうした計画等の策定に当たっての指針 

 既存の計画では対応が難しく、著しく医療需要が増加するこ
と等により特別な体制が求められる場合を想定したもの 

 医療・救護に従事する者への安全管理に十分配慮した体制構
築が必要 

 既存の機関・組織に加えて、イベント開催に当たって設置す
ることが望ましいと考えられるイベントの企画・立案・運営
を担う部門や本部機能を担う部門等の役割など  

イベント運営本部 

・イベント運営に関する様々な情報等の 
 集約・調整 
・会場間の連絡調整、主催者や各関係 
 機関との情報共有・発信等の調整等 

医療救護統括本部 

会場運営本部 会場医療救護本部 

・イベント会場における総括的な 
 指揮運営、イベント運営機関との 
 連絡調整 
・イベント参加者や観客の誘導・ 
 案内、事故の未然防止対応等 

・イベント会場における医療救護班によ 
 る医療救護活動の指揮統括等 
・医師１名、看護師等２名を１班 
・指揮統括班を１班、医療救護班を１班 
 以上配置 
・指揮統括班は、医療救護班の体制に 
 加え、連絡等を担う事務員を配置  

・イベント運営における医療・救護活動 
 に関する情報等の集約・調整 
・医療・ 救護活動に関する情報の集約 
 や関係機関への情報発信、各種調整等 

東京消防庁 警視庁 

会場周辺自治体等 

医療機関 

東京ＤＭＡＴ（福祉保健局）  

医療救護所 

・設置数目安：観客数約１万人（席）に対し１か所の設置が望ましい目安 
・医療救護班を各１班配置 

本
部
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・イベントの開催に向けた企画準備段階から実施終了までの一連の取組の総括 
・各関係機関との総合的な調整 

主催者 

など 

【大規模イベントにおける各部門の連携体制のイメージ】 

 訓練など 



   ガイドラインの目的等（P.1） １ 

   ガイドラインの基本的な考え方（P.2～） ２ 

 本ガイドラインで想定する大規模イベントとは、「単一施設
又は同時期に複数の施設で開催され、多くの参加人数（観客
を含む。）が見込まれるイベント 

 既存の計画では対応が難しく、著しく医療需要が増加するこ
と等により特別な体制が求められる場合を想定したもの 

 医療・救護に従事する者への安全管理に十分配慮した体制構
築が必要 

 災害等の発生に備え、関係者全員が共通認識の下で円滑に
傷病者の医療・救護活動に当たれるよう事前に計画等の策
定が必要であり、そうした計画等の策定に当たっての指針  

   基本となる医療・救護体制について（P.4～） ３ 

 既存の組織に加えて、イベント開催に当たって設置すること
が望ましいと考えられる組織等、それぞれに求められる役割
などについて記載 

   イベント会場に配備する医療救護資器材の種類等（P.14～） ４ 

 医療救護資器材の種類等 
 医療救護資器材数の目安 

   搬送体制（救急車等の配備）（P.16） ５ 

 主催者は、救急車を会場に配備するに当たり、イベント内容
や会場の収容規模等を十分に考慮し、東京消防庁と調整し協
力依頼すること 

 また、救急車の配備以外にも、様々な搬送手段を検討してお
くなど、主催者には幅広い対応が求められる 

   医療機関等の確保及び連携（P.16） ６ 

 地域の医療提供体制に出来る限り影響を及ぼすことがない
ように留意して、医療・救護計画を策定することが必要 

 一度に多くの傷病者が発生する事態を想定し、事前に受入
先となる医療機関の協力を得ておくことが必要不可欠 

 イベ・ｚント開催期間中等の一定期間に限定し、医療機関
による特別な受入体制等の確保などを検討することも重要  

   非常時の医療ニーズへの対応等（P.17～） ７ 

 災害発生等の非常時における対応について、災害別（原因
別）に異常事態が発生した際の対処要領等（一部予防的な
内容についても含む。）として記載 

 災害別（原因別）対処要領として、テロ災害、ＮＢＣ災害、
雑踏事故、大規模地震、火災対策、熱中症対策等を記載 

   医療救護活動の情報共有・記録（P.26） ８ 

 現場での医療救護活動中に得られた情報等を集約し、関係
機関等が情報を共有出来る体制を整備しておくことも必要 

 以後の大規模イベントにおける医療・救護計画の策定に役
立てるため、イベント環境や医療救護班の活動状況等を記
録し整理等を行うことも、主催者にとって重要な取組 

   訓練（P.26） ９ 

 複数の事案の想定に基づいて事前の訓練を実施するなど、
不測の事態に備えた様々な準備に努めることが必要 

   その他（P.27） 10 
 

 イベント終了後、振り返りや取組の検証等、大会後を見据
えた、イベントを通じて得られたノウハウや教訓を継承し、
今後の救急・災害医療の向上に繋げるための取組も重要 


